
-大切にしている3つのこと-

-はるかの実の基本-

1

生活習慣 信頼関係 家族連携

行動パターンを把握し、
一人ひとりのペースに合わせた
関わり方を実践します。

2

スモールステップで課題を用意し、
無理なく楽しく療育を

受けられるように工夫していきます。

3

「できた！」という成功体験を
一つ一つ積み重ね、

「できる！」という自信を
身につけていきます。

Google map

099-800-7061TEL / FAX

MAIL ny_2@harukanomi.com

harukanomi.com

〒891-0143
鹿児島県鹿児島市和田3丁目54‐2

8:30-17:30

設置及び
経営主体

所在地

開所時間

合同会社はるか

お問い合わせ

近くにはのびのび遊べる
公園があります！



子ども自身、保護者、当スタッフの3者
それぞれが手を取り合い、繋がりの輪（地域の人々）を広げ、

子どもの成長を見守ります。

はるかの実の思い
message

３つの円が重
なって、

はるかの「実」
ができました！

利用日時
月～金
午前 9:30~11:30
午後 14:00~16:00

※送迎要相談
※土日祝・年末年始は休み

対象 心身に発達の配慮が必要な未就学児

定員 10名/日

ご利用について
支援内容

一日の流れ

運動遊び、感触遊び、音楽遊び、制作、クッキングなどを
取り入れ、様々な感覚を使う活動を大切にしていきます。
子どもが興味を持った遊びから得られる「楽しい！」
「できた！」と思う気持ちを大切に、子ども自身が意欲を
持てるように関わり、心と体の成長発達を促します。

ご利用までの流れ午前の部

9:30 登園
自由遊び・リズム体操

10:20 朝の会

10:30 活動

11:20 帰りの会

11:30 降園

14:00 登園
自由遊び・リズム体操

14:45 お集まり

14:55 活動

15:30 おやつ

15:50 帰りの会

16:00 降園

午後の部

見学・体験
まずはお気軽にご見学へお越しください。

受給者証の申請
ご利用を検討されている方は障害福祉課の
窓口にて、受給者証の申請を行ってください。

相談支援事業所と契約
ご利用にあたって相談支援事業所と
契約が必要です。

「利用計画」等の提出
総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、
最も適切な支援の組み合わせなどを検討し、
作成します。

受給者証交付
福祉サービス等を利用できる証明として
鹿児島市が交付します。

契約・ご利用開始
契約を結び、はるかの実を利用できます。
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利用料金
施設利用費
無料

その他費用
・おやつ 50円/日
・行事費 実費

※鹿児島市内に
お住まいの方


